
介護保険課 

 

専決処分について（港区介護保険条例の一部を改正する条例） 

 

令和２年３月３０日に公布された「介護保険法施行令及び介護保険の国庫

負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」の施行日が令和２年４

月１日となっていたため、港区介護保険条例の一部を改正する条例を専決処

分しました。 

 

１ 専決処分の日  

令和２年３月３０日 

 

２ 改正理由 

令和元年１０月の消費税率８％から１０％への引上げに合わせて、消費税財

源を用いた社会保障の充実として、介護保険法施行令の一部を改正する政令の

基準に従い、低所得者の第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料軽減を行

いました。 

今回、政令改正が行われることにより、令和２年度の介護保険料の所得段階

第１段階、第２段階及び第３段階の介護保険料基準額（第５段階）に対する負

担軽減の強化を図りました。 

 

３ 改正内容  

令和２年度の介護保険料の第１号被保険者のうち所得段階第１段階、第２段

階及び第３段階の介護保険料基準額（第５段階）に対する割合を０．２５、 

０．４５及び０．６として、各段階の保険料を軽減します。 

 

第１段階 ２万４，３５６円 → １万８，７３５円 

   （本則 ３万３，７２３円） 

第２段階 ３万７，４７０円 → ３万３，７２３円 

 （本則 ４万１，２１７円） 

第３段階 ４万６，８３８円 → ４万４，９６４円 

（本則 ４万８，７１１円） 

 

４ 施行期日  

  令和２年４月１日 
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